
今年5月の宅建業法改正に大きな力を発揮した全日本不動産政策推進議員連盟は
発足から2年が経過した。今号では、全日議連幹事長の鶴保庸介沖縄および北方対策担当大臣に
不動産業を取り巻く社会状況と展望についてお話を伺った。
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─平成26年に「全日本不動
産政策推進議員連盟」が発足し
てから2年が経過しました。鶴保
大臣は発足以来、幹事長をお務
めです。全日議連の活動と成果
はどのようなものでしょうか。
　全日議連は発足以来、政策
勉強会など活発に活動してき
ました。その成果は着実に上
がっていると思います。なかで
も、5月27日に成立した改正宅
地建物取引業法は、全日議連
から提案を行ったものであり、
大きな成果です。当初、全日
議連は、議員立法で「従業者
への教育プログラムの充実」
と「弁済業務保証金・営業保
証金による弁済対象者から宅
地建物取引業者を除外する」
という改正を目指していまし
た。この二つだけでも大きな改
正ですが、閣法の宅建業法改
正との抱き合わせによって、イ
ンスペクションなどを含む「既
存建物取引時の情報提供の充
実」についても実現できました。
全日議連と会員の皆様との連
携の成果だと思います。今回

の改正は、既存住宅の流通活
性化にあたって、インスペクシ
ョン・建物の現物評価が重要
だ、という認識が業界共通の
ものになったということを示し
ています。不動産業者の皆様
は大きな期待を寄せられている
かと思います。
　ただ、今回の宅建業法の改
正は、全日議連の到達点では
ありません。すでに次なる目標
を打ち立てています。以前から
勉強会で議論を続けている空
き家問題、とりわけ空き家の所
有者情報をいかに開示してい
くか、という課題の解決を主導
しています。全日の会員の皆
様とコミュニケーションを取り
ながら一刻も早く、消費者や
不動産業者に資するような法
改正なり制度整備をしていか
なければならないと思います。
─議連と私たち協会との関係
はどのようなものが望ましいと
思いますか。
　議員は、不動産業の現場の
声を聞かせてもらいたいと考え
ています。国が行う制度設計

は、国民が望まないものになっ
ては意味がありません。
　政治が行うことは国民（消
費者）の不安を取り除いたり、
情報の非対称性を無くしたり
することです。不動産流通に
おいては、いかにして流通の
速度を上げていくかが求めら
れています。そうした目標を会
員の皆様と共有していきたいと
思います。流通速度を上げる
ことで、もしも利益が減る瞬間
があったとしても、市場規模が
広がることが業界全体の利益
につながるという共通認識を
持ちたいですね。もちろん急進
的な施策は避けなければなりま
せん。そのためには不動産業
者の皆様とコミュニケーション
を密に取りたいと思います。
─空き家の所有者情報の開
示についてはどのようにお考え
ですか。
　私が特命大臣として担当し
ている分野にIT関連がありま
す。IT分野では情報整備が進
展しています。既に農地の分
野では、その所有者情報がイ
ンターネットで把握できるよう
になっています。「農地ナビ」
というサイトでは、地図に表示
された農地を選択すると、その
農地の所有者が匿名でわかる
ようになっています。所有者情
報に加えて、権利区分や所有
者の意向もわかります。もしも
遊休農地になっていれば、地
元の農業委員会に連絡すれば、
所有者に連絡をとって仲介し
てもらえます。担当職員の評で
は、太閤検地以来の大きな改
革だそうです。こうした情報開

鶴保庸介大臣に聞く
全日議連幹事長・沖縄および北方対策担当大臣

示の仕組みは、宅地の分野で
も応用できるはずです。
　他にも、先進的な自治体の
取り組みが参考になります。京
都市では、空き家所有者の確
認を得てから、市が不動産業
者に対して所有者情報を開示
しています。国土交通省は、こ
の開示方法に注目しています。
農地の分野でもさまざまなハ
ードルを乗り越えて現在の形
になりました。宅地の情報開示
についても、個人情報保護を
担保した形での制度整備が進
むはずです。
─先生は沖縄および北方対
策担当大臣の要職についていま
す。政策推進にあたり気を付け
ている点は何でしょうか。
　私が特命大臣として担当し
ている分野には、沖縄および
北方対策のほかにもクールジ
ャパン戦略、知的財産戦略、
科学技術政策、宇宙政策、情
報通信技術（IT）政策があり
ます。ITの分野は、住宅流通
と関わりが大きく、住宅取引の
簡素化などで応用が利くと考
えています。
　沖縄および北方対策につい
ては、成功しなければ地方創
生は成功しないという使命感を
持ってあたっています。特に沖

縄は、全国との所得格差が大
きい地域です。政策を総動員
して経済を活性化させたいと
考えています。とりわけ土地・
住宅分野については、国土交
通副大臣を務めた経験などを
生かして、しっかりした政策的
枠組みをつくっていきたいです
ね。
─最後に会員へのメッセージ
をお願いします。
　全日は不動産業界ありきで
あってはならないと思います。
消費者、社会のニーズがあっ
てこそ不動産業界が成り立っ
ています。そうした意識・志を
あわせもっているのが全日の会
員の皆様だと信じています。
　会員の皆様とわれわれ全日
議連は、たゆまぬコミュニケー
ション・対話を行いつつ、より
よき展望を実現していく努力を
互いに持ち寄ることが大事だと
思います。これからも、会員の
皆様と共に歩くことを信じてい
ただきたいです。展望の実現
に向けたアイデアをお寄せい
ただければ幸いです。住宅は
景気対策の要です。アベノミ
クスは住宅を景気対策の柱に
据えるはずです。　
（取材日は平成28年9月15日）

インタビューを行う（左から）坂本俊一和歌山県本部長（鶴保大臣の地元選挙区）、前
田忠浩副委員長、山﨑一守広報委員長

取材に応じる鶴保大臣
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日本不動産政治連盟愛知県本部は平成28年9月5日（月）、7日（水）に、公明党愛
知県本部並びに自由民主党愛知県支部へ、平成29年度政策及び税制改正要望を提出

のうえ、説明を行いました。県本部は右記の事項を与党県本部及び県支部を通じて国に要
望いたしました。

日本不動産政治連盟神奈川
県本部は平成28年７月５日

（火）、文部科学副大臣の義家弘介衆
議院議員及び堀江則之県議会議員
の出席を得て、地域（県央支部）政
経懇談会を開催しました。
　神奈川県選出の義家副大臣から
は、県下の高規格道路の整備等に加
えて地元関連事業の推進状況につい
ての説明があり、あわせてイギリスの
EU離脱が及ぼす教育問題の視察や
ロシアとの首脳会談準備についての
話がありました。
　堀江県議からは、
県内への企業誘致策
「セレクト神奈川100」
や、高速道路インター
チェンジを中心とした
工場立地の特例等に
つき、資料を交えた説
明が行われました。そ

成28年4月5日（火）、新宿区新宿
のハイアットリージェンシー東京

「クリスタルルーム」を会場に、第22回都
議会自民党日政連関係議員懇談会を開催
しました。
　この懇談会は、自由民主党都議会有志
と日政連東京都本部の連携を強化し、都
政との友好親善を図るとともに、不動産業
界における諸政策の遂行実現をめざして、
都本部が長年開催しているものです。同
懇談会の目的に賛同している都議会自民
党所属議員56名が加盟しており、当日は
50名の出席を得ました。
　日政連東京都本部の中村裕昌本部長の

平成29年度政策・税制改正要望を
与党県支部・本部に提出

義家弘介文部科学副大臣との
地域政経懇談会を主催！

都議会自民党日政連関係議員との
懇談会を主催！

愛知県本部

神奈川県本部 東京都本部

の後、副大臣、県議を囲んでの交流
会となり、和やかな意見交換を行いま
した。副大臣・県議には会員が次々
と入れ代わり疑問・要望などを投げか
け、活発な談論風景が見られました。

主催者挨拶の後に、宇田川聡史懇談会会
長（都議会自民党幹事長（当時））より、「今
年度東京都新予算の目的のひとつとして
人材雇用と人材育成に力を入れて参りま
す。業界の人材確保を進め、業界全体の
景気向上と各人のスキルアップを図り、「士
業」である宅地建物取引士を中心に不動
産に対しての見識・知識を広めて頂けれ
ばありがたい」とエールを含んだ代表挨
拶を頂きました。
　都議会自民党より、日政連東京都本部
が提出している「平成28年度東京都予算
要望」に対する経過報告がされた後、支
部ごとに円卓を囲み地元選出の都議会議
員と地域ならではの課題提議やその対応策
について闊達な意見交換が行われました。

闊達な意見交換が行われた都議会自民党日政連関係議
員懇談会

懇談会に参加した都議会議員と日政連東京都本部の役員

挨拶をする義家弘介自
民党衆議院議員

冒頭の挨拶をする山口本部長 要望を行う愛知県本部役員

義家議員を囲んでの交流会（中央が義家議員）

県の政策などを詳細に
説明した堀江則之県議
会議員

全
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地方本部の活動レポート

日政連 全地方本部のホームページ開設

Ⅰ．地方創生のための政策要望について
（１） 　空き家や未利用空地の流通促進を図るため、全国各市町村の資産

税課での当該物件の納税者の住所・氏名の開示を、宅地建物取引士
の有資格者に認めるよう要請する。

（２） 　中古住宅流通活性化のため、金融機関による戸建て住宅版ノンリ
コースローンの融資制度について、拡充を要請する。

Ⅱ．不動産流通の促進のための税制   
（１） 　住宅･土地に係わる優遇税制の適用期限を迎える税制項目につい

て延長する。更に、今後の課題として、恒久化を視野に検討する。
（２） 　住宅取得の消費税に対する軽減税率の適用、又は特例措置の創設。
（３） 　個人の長期譲渡所得の100万円特別控除制度の復活。
（４）　印紙税の廃止。
（５）　個人の土地等の譲渡所得における所有期間の長短期区分の廃止。
Ⅲ　良好な住宅ストック形成のための税制
（１） 　不動産の所有権移転登記にかかる ｢登録免許税｣ から ｢登記手数

料定額制｣ への移行実現。
（２） 　平成28年以降の固定資産税等の課税標準の見直し。

　平成28年９月１日、全日本不動産政治連盟の43地方本部は、ホームペ
ージを一斉に開設しました。すでにホームページを開設している東京、大
阪、神奈川、広島の地方本部に加え、これで全国47都道府県の地方本部
のホームページが開設されたことになります。
　各地方本部は、これまでも独自に政経懇談会などを行っています。今後は
地方本部独自の活動報告などをホームページで閲覧できるようになります。
　日政連各地方本部はホームページ開設により、会員の皆様へのタイム
リーな情報提供だけでなく、政治や行政、一般消費者に対して、日政連
の要望や主張などをこれまで以上に幅広く伝えていきます。
　ぜひ「日政連　地方本部」で検索し、各地方本部のホームページをご
覧ください。

日政連　地方本部 検 索
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